










見直しを可能にした要因61511
以上のように郡上八幡では行政と住民が活発に意見を

交換しながら山本初音線の見直しを達成した。1970 年

以来進めてきた環状放射道路網の構築やまちづくり活動

による町並みへの共通の価値認識の醸成が大きく影響し

たと考えられる。環状放射道路網の構築やまちづくり活

動自体は山本初音線の見直しを目的として行ってきたこ

とではないが、結果から見たときに、重要なファクター

であったといえる。

結論711

事業化可能性減少型／代替路線整備型から得られた知見71111
岐阜県では、2008 年３月までに見直した 44 路線中、

当初決定時には予想し得なかった都市空間の変化や開発

の失敗により見直しに至った事業化実現可能性減少型が

15 路線、国道や後から決定された都市計画道路が代替

機能を果たしているため必要性が薄れ見直しに至った代

替路線整備型が 14 路線を占めることがわかった。

この２つの型に共通する問題点として、過去のある時

点で都市計画道路の必要性・事業化実現可能性が大幅に

低下していたにもかかわらず、都市計画制限のみが長期

間にわたり課せられてきたことが挙げられる。不要な都

市計画制限は地権者の財産権を侵害するのみならず、自

治体にも補償のリスクを負わせることとなる。

見直しをせずに放置することで住民・行政双方がデメ

リットを被る危険性があるがゆえに、都市計画制限に対

する個別の補償の問題などはあるものの、見直しの必要

性に関しては合意形成しやすいと考えられる。まずは見

直すべき路線を順次見直していくこと重要である。

不要な都市計画制限を防ぐ体勢づくり71111
不要な都市計画制限を生み出していたのは、都市空間

に大きな変化があったその時点で都市計画変更を行わな

かったことに原因がある。今後も都市空間に予期してい

ない変化が起きる可能性は十分ある。ことが起きたとき

に随時都市計画道路の見直しを検討する体勢づくりが求

められる。

まちづくり優先型の見直しを可能にした要因71111
まちづくり優先型は、他２つの型と違い、交通機能上・

防災機能上は不必要だと言い切れない路線が見直しの対

象とされるため、見直しには困難が伴うと予想される。

特に郡上八幡は、文化財や伝建地区のような、誰もが価

値を認めるものがあったわけではないため、一層の困難

が予想された。こうした状況下で見直しが可能となった

のは、1970 年代以降進められてきた

①環状放射道路の整備による市街地内に流入する交通需

要の抑制
②ボトムアップのまちづくり活動による町並み景観を大
切に思う共通認識の醸成
に依るところが大きいと考えられる。飛騨市神岡や高

山市における、まちづくり優先型の見直しにおいても、

環状放射道路の整備とまちづくり活動による地域資源を

大切に思う共通認識の醸成が確認できた。

他方、郡上八幡では山本初音線が廃止されるまでに、

都市計画制限の許可要件を越えた建築計画が把握してい

るだけで５件あった。このことから、潜在的な開発需要

は存在すると考えられ、かつ、都市計画制限が町並みの

保持に寄与していた側面があることがわかる。まちづく

り優先型の見直しは、都市計画道路の廃止により顕在化

する開発需要をいかにコントロールしていくかが重要と

なると思われる。
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注

注１）都道府県・政令市の Web サイトに公開されているガイドラインを

収集した。公表していない自治体に関しては、電話によるヒアリング

にてガイドラインの有無を確認した。

注２）ガイドラインを正式に策定せず、（仮）付のまま運用している自

治体を含む

注３）2009 年３月５日付け産経新聞によると、2008 年６月の調査時点

で唯一都市計画道路の見直しを方針としていなかった大阪市が 2009

年度中に見直しを検討していることが分かった。これにより全都道府

県・政令市が都市計画道路を見直す意向を持つことになった。

注４)国土交通省による。

注５) 都市計画年報によると 2000 年度末時点において、都市計画道路

のうち幹線街路の決定延長はおよそ 65,515km、うち改良済み延長が

約 33,323km、概成済み延長が約 7,446km であり、残りの約 24,746km

が未着手延長と見なせる。

注６）当然１つの路線を見直すのに理由が１つしかないとは限らず、複

数要因が影響している場合もあるが、最も強く影響していると考えら

れる要素を主観的に抽出した。

注７）決定当初の路線名は太田駅前線。今回の見直しに伴い駅前深田線

に名称変更された。

注８）郡上八幡は山本初音線を見直した 2003 年時点では八幡町であっ

たが 2004 年の市町村合併により郡上市となった。本論文では混乱を

避けるため、旧八幡町の市街地を郡上八幡と記述する。


